
福
岡
・
下
月
限
Ｃ
遺
跡
群

１
　
所
在
地
　
　
　
福
岡
市
博
多
区
月
限
四
丁
目

２
　
調
査
期
間
　
　
第
七
次
調
査
　
一
一〇
〇

一
年

（平
１３
）
四
月
１
二
〇
〇
二

年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
福
岡
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
山
崎
龍
雄

・
荒
牧
宏
行

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

・
水
田
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代
―
中
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

下
月
限
Ｃ
遺
跡
群
は
、
福
岡
平
野
を
形
成
し
た
御
笠
川
の
右
岸
沖
積
地
に
広

が
り
、
大
学
府
か
ら
北
西
約

一

Ｏ
ｋｍ
、
席
田
郡
内
に
位
置
す
る
。

水
城
東
門
か
ら
発
し
た
官
道
は
、

当
調
査
地
点
か
ら
御
笠
川
を
隔

て
約

一
。
二
ｋｍ
離
れ
た
位
置
を

通
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

Ｄ

　

木
簡
が
出
土
し
た
第
七
次
調

福

査
は
、　
一
九
九
八
度
か
ら
実
施

し
て
い
る
福
岡
空
港
調
節
池
建

設
に
伴
う

一
連
の
発
掘
調
査
で
あ
り
、
二
〇
〇
二
年
度
末
ま
で
に
約
六
ｈａ
の
調

査
を
終
了
し
て
い
る
。
調
査
で
は
洪
水
砂
に
覆
わ
れ
重
層
し
た
三
面
の
遺
構
面

か
ら
、
弥
生
時
代
か
ら
中
世
ま
で
の
集
落
、
水
田
遺
構
を
検
出
し
た
。

木
簡
は
、
第
二
面
で
検
出
し
た
旧
河
川
Ｓ
Ｒ
七
三
五
に
構
築
さ
れ
た
堰
か
ら
、

斎
串
と
重
な
り
あ
っ
た
状
態
で
出
土
し
た
。
旧
河
川
Ｓ
Ｒ
七
三
五
の
埋
没
時
期

は
人
世
紀
後
半
と
考
え
ら
れ
、
木
簡
の
廃
棄
時
期
の
下
限
を
示
す
。
二
〇
〇
二

年
度
の
第
八
次
調
査
の
成
果
を
含
め
、
こ
の
Ｓ
Ｒ
七
三
五
に
は
互
い
に
近
接
し

た
三
カ
所
に
堰
が
改
築
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
堰
周
辺
か
ら
は
曲

物
な
ど
の
木
器
の
ほ
か
、
墨
書
土
器

。
人
形

。
人
面
土
器
も
出
土
し
て
い
る
。

墨
書
土
器
に
は

「美
」
「僚
」
「戊
」
「香
」
が
あ
る
。

な
お
、
二
〇
〇
〇
年
度
に
実
施
し
た
西
側
の
第
六
次
調
査
で
は
、
九
世
紀
以

降
の
遺
物
を
含
み
埋
没
時
期
が
Ｓ
Ｒ
七
三
五
よ
り
降
る
旧
河
川
を
検
出
し
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
は
護
岸
杭
列
に
絡
ん
で
大
型
の
人
形

・
斎
串
、
「大
」
と
書
か

れ
た
墨
書
土
器
な
ど
が
出
上
し
、
ま
た
第
八
次
調
査
で
は
こ
の
旧
河
川
の
延
長

か
ら

「里
長
」
と
読
め
る
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

①
　
。
□
三
人
右
為
皇
后
宮
職
少
属
正
八
位
上
　
　
　
　
　
　
　
　
」

〔脚
力
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔示
力
〕

。
□
□
　
口
□
力
者
宜
知
状
限
今
日
戊
時
□
進
来
御
□
到
奉
行
」

（∞
∞
卜
）
×
ヽ
卜
×
卜
　
ｏ
ＰＯ
＊

上
部
は
折
れ
て
欠
損
し
て
い
る
。
下
端
は
側
縁
に
対
し
て
や
や
斜
行
し
て
い
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Ｉ
ガ、
差
お
？
躯
セ
協
掛
携
そ
て

Ч
滋
ガ
場
ン翫
蓼
／
々
と
分
ア
と
朱
貯
れ
勢

(赤外線デジタル写真 )



る
が
、
表
裏
か
ら
削
り
込
ま
れ
丁
寧
に
切
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
廃
棄
時

で
は
な
く
当
初
か
ら
の
成
形
と
思
わ
れ
る
。
全
体
に
湾
曲
し
た
歪
み
が
生
じ
て

い
る
。

表
面
は
上
部
が
久
損
し
不
明
で
あ
る
が
、
三
人
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
。
内
容
は
こ
の
三
人
に

「皇
后
宮
職
少
属
正
八
位
上
」
の
官
人
の

た
め
に
何
か
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
命
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
運
筆
は

「為
」
ま
で
は
太
字
で
あ
る
の
に
対
し
い
「皇
后
」
以
下
を
意
識
的
に
細
字
で
丁

寧
に
書

い
た
感
が
あ
る
。
な
お
、
天
平
二
〇
年

（七
四
人
）
の
皇
后
宮
職
牒

（大
日
本
古
文
書
三
、
〓
一五
頁
）
に
は

「行
」
が
付
さ
れ
た
正
八
位
上
行
少
属

土
師
宿
祢
が
み
ら
れ
る
。

裏
面
は
上
部
の
文
字
が
欠
損
し
不
明
で
あ
る
が
、
割
書
が
み
ら
れ
、
続
い
て

「脚
力
」
の
者
に

「今
日
戊
時
」
と
い
う
切
迫
し
た
期
限
を
き
り
、
最
後
に

「奉
行
」
と
書
止
め
て
命
令
を
下
し
て
い
る
。
「脚
力
」
の
上
は

「馬
」
の
可

能
性
が
あ
り
、
ま
た

「戊
時
」
の
下
は

一
字
か
二
字
か
判
然
と
し
な
い
。

「奉
行
」
の
具
体
的
な
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
袴
狭
遺
跡
出
土
の
木
簡
か

ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
な
、
皇
后
宮
職
の
財
源
と
な
っ
た
封
戸
や
出
挙
稲
の
経

営
に
関
わ
る
内
容
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る

（本
誌
第
一
一
号
。
『袴
狭
遺
跡
』
兵

庫
県
文
化
財
調
査
報
告
　
第
一
九
七
冊
）。

貞
観
九
年

（八
六
七
）
の
高
子
内
親
王
家
荘
牒
条

（『平
安
遺
文
』

一
五
四
号
）、

貞
観

一
〇
年
の
筑
前
国
牒
案

（同
一
五
七
号
）、
観
世
音
寺
牒
案

（同
一
五
人
号
）、

内
蔵
寮
博
太
荘
牒

（同
三
ハ
○
号
）、
貞
観

一
一
年
の
大
学
府
田
文
所
検
田
文
集

（同
一
六
二
号
）
に
は
、
高
子
内
親
王

（―
貞
観
八
年
。
仁
明
天
皇
の
皇
女
）
家
の

所
領
が
本
遺
跡
の
位
置
す
る
席
田
郡
内
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
記
す
。
推
測

の
域
を
出
な
い
が
、
こ
れ
以
前
に
も
席
田
郡
内
に
皇
族
と
結
び
つ
い
た
領
地
が

あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

木
簡
の
釈
読
に
あ
た
つ
て
は
、
京
都
橋
女
子
大
学
の
狩
野
久
氏
と
九
州
大
学

の
坂
上
康
俊
氏
の
ご
荻
示
を
得
た
。

（荒
牧
宏
行
）




